
現 役 並 み 所 得 者
（上位所得者）

一 般 所 得 者

低 所 得 者

計算期間
12カ月
[16カ月]
12カ月
[16カ月]
12カ月
[16カ月]
12カ月
[16カ月]

75歳以上
67万円
[89万円]
56万円
[75万円]
31万円
[41万円]
19万円
[25万円]

70～74歳
67万円
[89万円]
56万円
[75万円]
31万円
[41万円]
19万円
[25万円]

70歳未満
126万円
[168万円]
67万円
[89万円]

34万円
[45万円]

Ⅱ
  ※１

Ⅰ
  ※２

区　　　　分

※１ 世帯全員が市県民税非課税の人
※２ 世帯全員が市県民税非課税の人で、世帯員の各収入から必要経費・基礎控除を差し引いたときに所得が０円になる人（年金収入
　　 のみの場合は、年金収入金額80万円以下の人）
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問い合わせ先　国民健康保険について＝保険年金課332-2071、介護保険について＝高齢介護課332-20
　70、後期高齢者医療制度について＝保険年金課332-2073

　初年度については、計算期間の途中から制度が施行されたことから、期間を平成20年４月から平成21年７月
までの16カ月とした場合と平成20年８月～平成21年７月の12カ月にした場合で計算し、償還額の大きい方の金
額が支給されます。
　申請は、介護保険受給者が７月31日時点で加入している医療保険に対して行ってください。
　○国民健康保険加入の人
　　　該当する世帯には、市から申請についての通知文書を送付します。
　○国民健康保険以外の人
　　　介護保険の自己負担額証明書（高齢介護課で発行）を添付して、
　　加入している医療保険へ申請を行います。
　○後期高齢者医療制度加入の人
　　　該当する世帯には、県後期高齢者広域連合から申請についての通
　　知文書が送付されます。申請の受け付けは市で行います。

　※対象期間中に医療保険の異動（社保→国保など）があった世帯員がいる場合は、
　　異動前の医療保険での自己負担額証明書が必要です

　皆さんが医療や介護に支払った金額がそれぞれ自己負担限度額を超えたとき、超えた分の金額が支給される
制度があります（医療保険では「高額療養費｣、介護保険では「高額介護サービス費｣)。
　そしてさらに、医療と介護を受けている世帯の自己負担を軽減する目的で、平成20年４月に「高額医療・高
額介護合算制度」が施行されました。１年間（８月１日から翌年７月31日）に支払った医療保険と介護保険の
自己負担額の合計が限度額を超えた場合に、その超えた金額が申請により後から支給されます。
　医療と介護の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減し、安心して医療や介護のサービスが利用でき
るようにするための制度です。

11月は
年金月間

「
国
民
年
金
」
っ
て

　
　
　
　

ど
ん
な
制
度
？

　社会保険庁が廃止され、｢日本年金機構」がスタートします。
●現在ある社会保険事務所は、｢年金事務所」と名称が変わりますが、
年金相談などの窓口として引き続き利用できます

●これまで社会保険庁や社会保険事務所の名義で案内していた各種の関
係書類は、今後は厚生労働省または日本年金機構の名義で案内します

●日本年金機構の設立に伴って、皆さんに手続きをしていただくことは
一切ありません

●公的年金制度は国の制度として、その財政や運営に国が引き続き責任
を持つことについて、これまでと変わりません

●自己負担限度額

●支給申請手続き

●高額医療・高額介護合算制度とは

「日本年金機構」が来年１月１日からスタート ！

　

年
金
は
世
代
と
世
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
え
合
い

　

か
つ
て
日
本
で
は
、
祖
父
母
、
父
母
、

子
ど
も
た
ち
が
一
緒
に
暮
ら
し
、
そ
の
中

で
家
族
が
高
齢
者
を
扶
養
す
る
こ
と
が
一

般
的
で
し
た
。
し
か
し
、
核
家
族
化
が
進

み
、
兄
弟
姉
妹
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
現

在
、
老
後
の
生
活
を
自
分
の
子
ど
も
に
頼

る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

公
的
年
金
制
度
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況

の
中
で
、
長
い
老
後
の
生
活
を
安
心
で
き

る
も
の
に
す
る
た
め
、
社
会
全
体
で
高
齢

者
の
生
活
を
支
え
て
い
く
仕
組
み
が
必
要

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
の
も
と
で
形
成
さ

れ
て
き
た
制
度
で
す
。

　

３
つ
の
年
金
で

　
　
　

あ
な
た
を
サ
ポ
ー
ト
！

老
齢
基
礎
年
金　

保
険
料
を
納
め
た
期
間

（
免
除
・
猶
予
期
間
も
含
む
）
が
原
則

25
年
以
上
あ
る
人
に
65
歳
か
ら
支
給
さ

れ
ま
す

　

年
額　

79
万
２
１
０
０
円

　
　
　
　
（
40
年
間
納
め
た
場
合
の
満
額
）

障
害
基
礎
年
金　

国
民
年
金
加
入
中
の
病

気
や
け
が
で
一
定
の
障
害
状
態
に
な
っ

た
と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
（
保
険
料
の

納
付
要
件
あ
り
）

　

年
額　

１
級
＝
99
万
１
０
０
円

　
　
　
　

２
級
＝
79
万
２
１
０
０
円

遺
族
基
礎
年
金　

国
民
年
金
加
入
者
が
亡

く
な
っ
た
と
き
、
そ
の
人
に
よ
っ
て
生

計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
子
の
あ
る
妻
ま

た
は
子
に
支
給
さ
れ
ま
す
（
保
険
料
の

納
付
要
件
あ
り
）

　

年
額　

１
０
２
万
円

　
　
　
　
（
子
が
１
人
い
る
妻
の
場
合
）

　
　

歳
に
な
っ
た
ら

　
　
　
　
　
　
　

国
民
年
金
！

　

国
民
年
金
の
加
入
者
は
次
の
３
種
類
。

第
１
号
被
保
険
者
＝
自
営
業
、
農
業
・
漁

業
、
学
生
、
無
職
の
人
な
ど
［
自
主
納

付
（
免
除
制
度
あ
り
）］

第
２
号
被
保
険
者
＝
会
社
員
、
公
務
員
な

ど
［
給
料
天
引
き
］

第
３
号
被
保
険
者
＝
第
２
号
被
保
険
者
に

扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
［
配
偶
者
の

加
入
す
る
制
度
が
負
担
］

　

20
歳
に
な
っ
た
と
き
、退
職
し
た
と
き
、

配
偶
者
の
扶
養
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
第

１
号
被
保
険
者
に
な
る
届
け
出
が
必
要
で

す
。

　

ま
た
、
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人
や
、

20
歳
以
上
65
歳
未
満
の
海
外
在
住
の
人
も

希
望
に
よ
り
加
入
（
任
意
加
入
）
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

保
険
料
は

　
　
　

月
額
１
万
４
６
６
０
円

☆
便
利
な
口
座
振
替
や
、
保
険
料
が
割
り

引
き
に
な
る
お
得
な
前
納
制
度
も
あ
り

ま
す

☆
将
来
、
よ
り
多
く
の
年
金
を
希
望
す
る

人
は
、
月
額
４
０
０
円
の
付
加
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す

☆
所
得
が
少
な
く
納
付
が
難
し
い
場
合
は

保
険
料
免
除
・
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
。

免
除
を
受
け
た
期
間
に
よ
り
将
来
受
け

取
る
年
金
額
は
少
な
く
な
り
ま
す
が
、

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
後
か
ら
納
め
る
こ

と
（
追
納
）
が
で
き
ま
す
。
免
除
を
受

け
て
３
年
度
目
以
降
に
追
納
す
る
場
合

は
、
経
過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が
上

乗
せ
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い

　
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
を

 　
　
　

確
認
し
て
く
だ
さ
い
！

　

社
会
保
険
庁
で
は
、
す
べ
て
の
国
民
年

金
、
厚
生
年
金
加
入
者
の
皆
さ
ん
に
年
金

加
入
記
録
を
確
認
し
て
い
た
だ
く
た
め
、

「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
を
誕
生
月
に
送
付

し
て
い
ま
す
。
お
手
元
に
届
い
た
「
ね
ん

き
ん
定
期
便
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
年
金

記
録
を
確
認
し
て
い
た
だ
き
、
漏
れ
や
誤

り
が
あ
る
場
合
は
、
年
金
加
入
記
録
回
答

票
に
ご
記
入
の
う
え
、
同
封
の
返
信
用
封

筒
に
入
れ
て
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
水
色
の
年
金
加
入
記
録
回
答
票
が
入
っ

て
い
る
人
は
、
必
ず
回
答
が
必
要
な
人

で
す
。「
訂
正

な
し
」
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
旨

を
回
答
し
て
く

だ
さ
い

問
い
合
わ
せ
先　
保
険
年
金
課
3 

32
︲
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